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アルゼンチンの思想家アルベルディの

経済開発思想
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はじめに

南北問題の生成・拡大過程についていわゆる南

の側からの問題提起・経済理論の萌芽り一棗とし

て従属理論の構築がみられ，その過程でラテンア

メリカの社会科学者たt)が先駆的な役和1を果たし

てきたことは周知の事実である。そしてこの従属

坪論の特質は，南における経済問題cハ歴史的形成

過程を，北と南の経箔関係を軸に据；；て究町しよ

うとする点に求められ，このことが発展途上国研

究に一つの共通の視座を与え，活発な論争を巻き

起こす触媒としての役割を果たしてきたわけであ

る゜
こうした側面は発展途上国研究における従属理

論の貢献として十分忍識され，かつ継承されなけ

ればならないと思われる。しかし他方で従属理論

が北と南の経済関係において，後者を前者のいわ

ば従属変数として単線的にとらえる傾向を持ち，

このことが南の内部における経済開発思想・政策

についての洞察および経済構造の分析を不十分な

ままに留める一因となってきたことは否めない。

268 

その、意味で南：ユ3いる「従属的経済構造」の形成

過程を辿る場合，南の内部の主導的経済間発思

想政策理念がどのようなものであり，経済構造

の変容過程においてどのような影認を与えたのか

といった視点からの考察が重要となってくる。

こりような問題関心に基づき，究者は当面これ

まで研究対象としてきたラテンアメリカに研究の

場を設定し，その「従属的経済構造」の形成過程

における国内の主導的な経済開発思想，政策理念

のあり方おとひ？その影響について考察していきた

いと思う。ところで，アジア，アフリカと並んで

南に分類されるラテンアメリカは， 15世紀末以降

次々とスペイン，；ドルトガルを初めとする欧米諸

列強の植民地支配下におかれてきた。そしてその

3世紀を超える植民地支配からの独立は大きく次

の三つの時期に区分される。すなわち第 1期は大

半のスペイン柏民地とボルトザルの植民地が独立

を達成した19世紀前半，第 2期は米西戦争の間隙

を縫ってキューバが，そしてコロンビアかち分離

したパナマが独立した20世紀初め，第 3期は第 2

次世界大戦後のアぅうア・アプリカ地域における独

立に続いてカリ 7•地域の独立が達成されていく

1960年代以降である。

このように国の統治権のあり方を根本的に決定

する独立期の相違い国内の経済思想，政策理念

のあり方にも大きな相違をもたらすごとになる。

もちろん同じ時期に独立しても，国によって相違
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があることはいうまでもないが，さしあたり独立

期を一つの某準とした類型化が可能であるように

思われる。現在のところ三つの独立期に晟する国

々こ）いて類型論を展開する準伽が f［いが，当

而第 1段陪の研究として第 1期に屈する国々に関

して，特に本稿ではアルやンチンを対象にその経

済開発思想・政策理念についてみていくことにし

たい。

アルゼンチンは独立戦争により 1816年， 3世紀

に及ぶスペインの植民地支配から脱したが，この

独立は旧宗主国スペインの国際政治・経済におけ

る地盤沈下と，産業革命の先達イギ 1)スの台頭の

なかで達成された。そして時期を同しくして独立

を達成した他のラテンアメリカ請1月回様，アルゼ

ンチンもこうした国際環境の変容を与件として独

立以降の国家建設を進めていくことになったわけ

である。そしてこの建国過程における原要課題

ば一つにいかにして植民地遺制を克服し近代的

な国家を建設するか，もう一つに経済開発をどの

ように進めるかという点に求められた。これらの

間題については，独立後半憔紀近くに及ぶ論争・

政争を経て， 1853年に制定された憲法においてそ

の基本的方向が決定されることになった。同憲法

はその後若干の修正を施されながらも現行憲法と

して継承されており， 19世紀半ば以降の国家建設，

経済間発の過程において多大な影密を及ぼすこと

になった。そこで建国過程，とりわけ同憲法の制

定においてきわめて大きな思想的影密を与えたフ

アン・バウチスタ・アルベルディ (.Iuan Bautista 

All,erdi)をとりあげ， その経済開発思想・政策理

念を検討してみることにしよう。

I 生涯とその時代

まず，アルベルディの略歴を紹介しておこう。

アルゼンチンの息想家アルベルディの経済開発息息

アルベルディはアルゼンチンにおいて独立運動が

高揚していた1810年，アルゼンチン北西部地方の

ックマン州に生まれた。父サルバドール・アルベ

！レデ ((SalvadorAlherdi)はスペイン北部i]) 「ビス

カ巳州に生まれ，成人して後ブエ Jスアイしスに

移仕し」り］＼ その後スペインの生まれ故郷「ヒ°

レネー山脈に似た風景を持つツクマン州へ移り，

商人としてそこに定住した」（注2)。そして同地で

ックマン州の名門として名高い大土地所有者アラ

オス家のホセファ・ロサ・デ・アラオス・イ・バ

，デルラマ (.JosefaRosa de Araoz y Balderrama)と

結婚して 5人の子供をもうけた。

父サルバドールの出身地はスベインとはし、え辺

境地バスク地りで，そこには当時りカスティーリ

ャ地方を中心とするスペインの政治体制に強い不

満を抱く人びとが多かった。このことが彼のアル

ゼンチンにおける独立運動への関わり方に少なか

らざる影匹を及ぼすことになっ fこと若えられる。

！・ルベルデ（（「）言葉を引用しよう。

「払い）父は（中略ー一今井）スベ｛ ／人であ，ニカ~,

亡eり姜や叶！い国の側に立ち，さらに出身地バ・ズク地

方に由来する自由主義に賛同した。彼はアラオス家と

婚姻関係を結び，その家族と自らが帰化した国の土張

を受け入れたのである。スペイン人であり，自由土義

者であり，アラオス家の姻戚関係にあるという三様の

喝門を打二彼は独立軍に加わった」注 3¥o

翡り(!)実家アラオス家一族とともに独立叩珈こ

加），）た父をとおして，アルベルデ（は独屯珂動

;； tび亡り後U)建国運動から大きな思想的影野を

受け，独立期の代表的指導者から知遇を得た。と

くに1810年 5月2513プエノスアイレス市での独立

宣言に至る運動を主導したマヌエル・ベルグラー

/ (Manuel Belgrano)将軍とは，ア］レベルギィ怪幼

少（/）頃から家族ぐるみの親交があった。また「父
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は私的会合を設けて当時J)討年にちに1レソー U)礼

会契約説の理念を曲義する」注4) など，

脚した経済力を行訊に， ロー I)--ス正姐雀け；｛也朴1に女，t

フランス

を切めとするヨーロッパにおける近代国家の成立

ともたらした思想に深し、関心を抱し、てし、た。

独立戦争に勝利したアルゼンチンは， 1816年 7

月 9H'9／クマン市敬公に誌いて，

からの独立を宣言するに至った。

正式にスペイン

しいし独立達成

後の建国の道は険しく，旧家統一］）店本理念をも

ぐり相対立する政治勢力の抗争に明け祥れると――

ろとなグ）た。対セ点は多岐にお 1:：凡 か ✓,時代い

推移に伴って内容を疫容させてし、-)たが， 政治抗

争の焦ノ点は次 (l.)3、点に求められよう。す沢l)ち第

l，点は対外閃係をめぐる排外主義ど I}]放：：「義，：4:
2点は国家統一過程における→ェノ＜マイレズl叶

()）位置 ~5けをめぐる連邦主義と中央集権主義い吋

立であった。後行に／）いて少し護明を加えておこ

う。柏民地時代にラブラタ副玉領(')巾心地とと 4し、

てきた］エノスアイレス市を擁す/.::,Inl州は， そ(i)

他(})諸州ん＇はるかに凌ぐ政治・経済力を常捏して

さた。そうした状況のな力ご砂川を他川：：： IIil等：こ

扱うべきか，

ある。

なく崩壊し，

あるし、は詞州に対して他州を凌ぐ政

治・行政上の権限をりえるべきかをめぐる対立か

深主り，前者の見解を主張する連邦：l義派と，役

者を主板する中央集権主義派とじ）間い勢力争し、f,』

半机紀以上に*)！こってくり広ir r) i lてし、うた0)で

そ(/)間1826年には中央集梼派 l]）主導豆）下で

アルゼンチン共和国憲法か制定され，ヘルナルデ

｛ー／・リバタビア (Bernardinol,ivadavia)が初代

大統領に枕任した。 しかし同憲法をめぐる両il応！）

政治抗争のなかで， 1827年リバダビ，「政権はあえ

そ(l)後1829年には］アン・マヌエル・

デ・ローサス (JuanManuel de J{osas)が．大牧閉

主陪や大麻人層を支持晶盤としてフ 7こノスアイし

ス9}|、Iにお l｝る政権を党捏したぃ加］州い牧哨業に、9JI:

する政治力を拡大しながら排外主義的な政策を断

行し， 1829年から32年， 35年から52年こ及ぶ長期

独故政権と特続させた。

アルベルディは生後 5カ月にして間を失し、 9

た独立：後の政冶抗争が続くなかでツクマンIIJu)政

詞闘l] バ＜ i) に精力を江'•‘で 1{ 、た父も 1820年に逝

去した，、 ‘‘Iクマ ‘,Ill名門ア -9オス家(/)一員として

幼少期を 1司州で過ごしたアルベ Iレディは， J821年

高等教育を受けるため 1:36(）レグア（約17()(）じ）（汁 5 〗

り道（，1.）t)を牛市による］日平均（；レゲ7バ｝）日程で

旅し｀ハ；べを横断して 2カ月後にゾ工／スアイ

レス市に到酋した」旦 6‘。

人叶和り人口構；成はある推汁：：：：上れば「都市部に

的 7)jJ¥.，周辺農村，濶に約 2万人，

上が外囚人で，

リア人(i0(）（），

ザル人各4000,

し、る。

そし！）内訳はイギリス人800(），イダ

フランス人5(）（）（），

ドイ ‘‘1人3000」iL7, などとど jいこ

ア）レベ）レディは

揖ゥ者層義成を目的」いし 8

!:,':.'Z-ri (Colegio de Ciencias Morales)臼証、，忙 9, 1831斗

にはフ` エ J スアイレス1Il立大学り）法学部に人学し

た。叫学部I五よ蝶曰り志士たらんと欲する古年た

ちが；集まり、ふ学や政治学の勉学にりl!Jんでし、たが`

独ヽ 乞後間もなし、ヽ Li時 ll)教脊界におし、てば依然どし

てズ J ？、インか，ら 0影胄が根強く戎存して＼ヽ i/-：：。

ルベルデ‘1,；よごうしに大学教育に飽ぎたら十．読

凸や交友関係を通じて勉学び）1|屑を広げ（し、

深＼ 4;杉喝を受：｝た患想家とし―-後年彼目坊，＇いい 'f

たク11]fjりf;／加：こば、

ヽ
り'~ ミンサム，

C-) i } らilーる。

ル‘!-， 

スベイン，

モンテ・・1、ヤュー、

ア勺，-ム・スミス，

主

ヽ且時のブエ／ス］ナイレ

りち 3万人以

ぷルト

「アルセンチンの将来 v')

とする哲学高＼享芹校

ア

c
 

-

]

 ，
 
，
 

，
 

11 

セイなど仏・

化をはじめピする多く（］）ヨーロ！ぺ，八息想家炉五

しかしそ u'）なか；こはくヘイン人i;r!jll
＇じ‘‘バ-‘

家v'）名はさ j）めて少なく， tv’が`l!由に,,し Cア）レ
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，・ルゼンチンじ） ］し1，'｛！↓［天アルベノ、 J i v)経済開発見；；i．！、

ベルディ il, ノ、＜イン植民地支吊への反砂りため

ではなく， スペインの思想学問の本質に起因す

るものであり、「スペインにはベイコンやロックの

,tうな哲学11、トンテスキュー｛7)ような公法学者，

ぷティエ(/)ようは法学者が‘¥、tぶ ‘J償 10) とし -c,

自らが選びとった思想の方向性を示唆している。

ヨーロ、9・バい近代思想を吸収し， 自由＋芥，民

t主義の思息こ傾倒してい，たアルベルテ、ィは，

表し，

1835年ローサス政権再登場に際して小論ぼ11)を発

その独裁的政治体制，閉鎖的経済政策を厳

しく批判した。これを契機にア 7レベルテ｛は夏ロ

ーサス政権連動へと急速に傾斜していくことこな

る。その運動の拠点となったのが， 1837年，青年

知識層によってブエノスアイレス市の「マルコス

・サストし'iり），月で結成された」'it12)文学サロこで

あり， アルベルディは中心的メンバーの 1人とし

て「文学から社会情勢に及ぶ問題」（注13) の討論に

加わった。 ごれヵゞアルゼンチン政治思想史におけ

注いだ。

る「1837年世代］の登場でもり，彼らはアルゼン

チンの現実に根ざした思想の形成，啓蒙に精力を

その間アルベルディは彼の法哲学に関す

る代表的特作の一つを18::l7年に発表しCilli‘,

集した人びとの多くは国外へ心亡命を余條なくさ

れることになった。アルベルディも1838年にアル

ゼンチンを離れ， 43年まで隣国ウルグアイで亡命

その間文筆活動を通じて

反ローサス運動を続けた（注16)。1843年には，

生活を送ることになり，

ロッパを旅行し，

'
 

ヽ
I
-

オーギュスト・コント，

サン・シモン，

・スミス，

スチュアート・ミル，

ヨー

ベンサ

ァゲム

セイなどり思想を股収する機会を得て

いる。同年暮に南アメリカに戻ったアルベルディ

はチリのバルパライソに居を定め，弁護士の仕事

と続けながらローザス政権批判州利を展開して

．，たi!i.l7)。

アルゼンチン国内においては，中央集権主義派

と連邦主義派，排外主義派と開放主義派との間の

政治抗争が続き，またローサズ政権下の独裁体制

批判と民主化を求める動きが高楊し→つあっに。

そして1852年にローサス政権は，バンパ地方の 1

,)|、Iであるエントレ 1)ナス州出身りフくト・ホセ・

ご．占ルキーサ(]usto Jo必 del「rquiza)が率9‘ る

ローサ

さら

に1838年には］五月協会」（別利、「アルゼ： f-：祈世

代協会」）の創立に参両して政治改革運動を開始し

「五月協会」に結集する人びとはアルゼンチた。

ンが「進出・民上・自由を求めるそれと、

的で現状(])無秩序を黙認する無政府主義・無知・

独裁に安住するそれとの真向から相対立する二つ

の政治理念によって分裂させられている」a国15) と

の現状認識を共有し，

反社．会

ローサス政権が国J)直氏化

を阻む独裁政権であるとして，同政権に対する反

対運動をさらに強化していった。

ローサス政権は反対運動を封じるため 1--/［月協

会」の閉飢と命じ， その結果「1837年憔氏」に結

開放主義・連邦主義派との戦いに敗れた。

ス政権の崩壊により長期に及んだブエノスアイレ/

ズ，1|9|中心の政1台体制に終止符が打たれ，同州以外

u'）渚IIれを結集した連邦主義派によ→て国家統パ

の取り組みが推進されることになった。ローサス

政権崩壊の報に接したアルベルディは，国家統一

に向けての指釦および新たな点法枷J定の参考に仇

ずる、＇こめ，後に彼 0)代表的著作となー）た『アJレゼ

ンチン共和国の政治的組織化のための基盤と出発

},＇，；、』＼)TFBasesどi→以）（注18) を動を移さずしてウル

ヤーサ宛てに送って 1・‘ る。

ウルキーサの下には， 「1837年世代」の知識人

の多くが参集し，その後の新たな国家建設の一端

を担うことにtょ，た。 1852年にはブエノスアイし

9,1小1と他州と ltil等己位置づけようとする連邦上義
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の理念にもとづいてアルゼンチン共和国政府が暫

定的に樹立され，翌53年のアルゼンチン共和国憲

注の制定を待って， 54年にウルヤーサ政権が正式

に発足した。同憲法は，アルベルディ蒋 Basesか

ら多大な影符を受け，そのかなり（り部分を控用す

る形で起草された。しかしながらウルキーサ政権

の下でのこ・うした国家統一，国索建咬の試み：よ，

ブエノスアイレス州の強い反対に遭遇するところ

となった。同州は1853年に制定された憲法を承認

せず，共和口政府と袂を分かって独自のプエ］ス

アイレス9}|、［政府を樹立した。その後これら二つの

餃府は各自飼wlに外交さ沙権を発刑し，しげしば

両者が相対ヽ’r．する状況をも生み出していった。

こうした困難な状況に活路を見い出すべく，ァ

ルベルディはアルゼンチン共和11]政府特使とし

て， 1854年，ヨーロッバに赴任することになった。

途中数週間(')fメリカ滞在を経て、 1855年 6月，

イ＼・・リスに到着したアルベルディは， クラしンド

ンに会見し，ブエノスアイレスナト1政府と共和国政

府と cl)間の対立を激化さピる動ぎと日粛するよう

要請している。当時イギリスはブエノスアイレ

ス沸を通じてアルゼンチンとの交易を拡大しつ

つあり，同:HIい政治指導者バルトいメ・ミトレ

(Bartolome Mitre)との間にすでに政治・経済協力

協定を締結していた。ア，レベルディぱようやくに

してイギリスの共和国政府に対する協力の約束を

取り付けた後， 1855年 9月，次0)訪澗国フランス

へ赴き， lプレンスキーに対してもイギリス政府に

対するのと同様の要請を行なっている。その後 t:J

ーマリ）バチ J)ンと訪れ， I1ーマ・ Jjl、リック教この

憔界的威信に驚嘆したアルベルディは，再度フラ

ンスに戻った時点で，彼を大蔵｝＜臣に任じようと

するウルキーサの手紙を手にしている。しかしな

がらアルベルディは熟考の末この申し出を辞退し
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てし、る。

ヨーロッパ特使としての役割を遂行しながら，

アルベルディは自らが代表している国がヨーロノ

パ諸国にとっていかに微力な存在であるかに心を

悩まし， l17)レキーサ大統領やフアン・マ 1ア・グ

チエレス (JuanMarla Gutierrez)外相宛てに次のよ

うな手紙を書き送っている。

「もし「＇レゼンチシ次府がりこ m与示できれば，われ

われがフランス政府に対して望んでいることは十分達

成されよしょう。われわれの過度な穏健さはヨーロ i

バの強力な政府の目には物乞いとしてしか映っていな

いようで七カのみがわれわれの対外的な評価を窃め

ることぷできます」注1010

アルゼンチン国内においては二つの政府の併立

を克服十る勁きが殷I1出され，イェノズアイレスJl|

知事ミトレを中心とする政治剪力が台頭するなか

□18G(）年ウルキーサ政権力苅崩壊し， 占 1レキーサ

はエントレリオスIll：こ引退Lて国政を陪れること

になった。共和国憲法はごく一部が修正されただ

けで， 1862年プエ J スアイレス 41•I によっても承認

され，同憲法にもとづいてミトレ政権が誕生した。

しかしは力？らミトレ政権は連邦紺I]共和国として (J)

国家建叔をめざしながらも，プエノスアイレス J•II

主導路線に傾斜しがちで，その他の諸朴1からの不

満を解泊できなかった。そして内紛から目を外に

向ける意図も手伝って， 1865年に勃発したパラグ

9シイ戦争に力0わり，プラジル，ウ，レグアイと三国同

盟を結んでペラグアイに進軍しに。ここでミトレ

政権が参戦の正当性を主張したのに対し，アルベ

ルディはバラグアイ戦争のばU)原因がアルゼンチ

ンの国内間題に発しているとし，パラグアイの正

汀性を認め Iここ。敵国バラグアイの正当性を主張し

アルゼンチンの参戦を批判したアルベルディは，

ミトレ政権の反感を買うことになった。このミト
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レ政権は1868年， 内陸部サン 7 fンヽ朴l出身り）ドミ

ン：{. 7-，・ウスチー］・サルミエント (Domingo

Faustino Sarmiento) を大統領とする政権と交替し

たが，バラグアイ戦争を継承しとサルミエント政

権に対してもアルベル戸ィの批判は続いた。

1854年から6]年主でヨーロ、J バ特使を防めたア

ルベルディは， ミトレ， サルミェン l、政権下では

政界の要職を与えられず， フランスのノルマンデ

ィーに居を構えてアルゼンチンおよび南アメリカ

の政治・経済間題に間する精力的な執喰活動を竺

け]:_(i1'20) 

1870年のバラゲアイ戦争の終鈷後｀サ，レ~ミ士‘/

ト政権り後を咬けて 74年大統領に就イ「［たアベ

I)ャネーゲはアルベル;・_ィと同じく ‘‘/’l `’ン J•I9| 0) 

出身で，同政権の存場に上りアルベルディは再び

アルドンチンり政界に呼び戻されること：二なる c

ブ、エ／プ、アイしズ朴lと他り）謂朴1とり）対立 t'り灼、 1,)、

で，同市の連邦1文移行や詞港で徴収さ ilる閉税収

入の帰属をめぐる間郡．t介意を入るごど忙く末解

決I}):t主残されてし、、た。アベ I} ャネーゲ政権に！一

って最大の政治課囮とな—,．ば：：（＇）は、 これらの間題

を解決して国家統一を完成することであ，た。同

政権の度重なる要請に応じてアルベJl＇プ2-{は］879

ヨーロ］べを後にして帰国の途につ＼、た。年， プS

エ］スアイレス市に予ll的したアルベルディはアベ

＇］ャネーゲ大統領(')歓符を受け， 主た内務大臣廿

ルミェントどい和解も成立させた。 ！→ルベルデ{

は1879年から81年;=I加し｝て ‘‘I ク｛ン＇，1、|•|選出の連邦

戒会滋員を務めたか， 80り^tこは彼か従未／，ヽらじ弘

してやまなかー） ！こ h都と， プエノス J→イレベ J•1•I 都

とい分離が実現した。従来ブエ lス了イ lース市は

首都と同朴Iv),J+I都を兼れてし、た(!)である。

同市は1880年フ□エJスアイレス什lとは行政区分

と異にする連邦区へ移行し，州都は1882年ラデラ

99 ・ビ、 f→ / (））思想家ア，L ： ;L l＇ィの託済 I開発恩想

々市に定められることに注った。 このことが国家

統一過程に及ぼす影翌については後に詳述する

が， こうして1880年をもってアルゼンチンの国家

統ーは制度上の完成をみたわけである。

ァ！レベルディはテ工ノスアイレスrliの連邦化と

ぃ5自らの主張が実現しだのをみて， 1881年再び

プランスに向かった。 そして同年、 アルぜンチン

可家統一の達成に関する蒋作『1880年のアルぜン

チン共和国統一〗荘21) を出照した後 1郎4年ぺ l)

におい-:-74茂の牛罪を閉ビだわ艮い亡命牛活を含

む牛汗を涌じて彼の昭裡にかったのほ， 3東セ後に

おけるア）レ荘ンチン国家統一のための制度づくり

ど国(1)1庁代{t(1)だめ (1)集繋幣備であへ tご゚

マルベ Iレギィの璃作ぱ経済から政治．法律，外

交、社会間悶、 文学、芸術どきわめて吹範囲に及

んでおりヨその評作生の刊行は、彼の死後現在に李

る主で幾度か試み「ぅれてぎた＾ その最初の刊行は

1886年 8月19日に制定された法律第1789号により

出版が決定され， ロカ政権り手で86年から87年に

かけて実現された(!±22¥ その後も 1895年から1901

年にかけての全16巻行rn, 1920年の全18巻i「24)を

はじめとする背作集や個別蒋作が刊行され、アル

ベルディの軒作は現在に至るまで広く国民の間で

詞まれ視けているぼ25)。 このようにアルベルディ

は存命中長い外国生活を送りながらも，生前，死後

を通じてアルゼンチンの連国、経済間発の渦程に

ぉし、て）しぎな思想的影密力を持ぢ さらにそれは

,',レドンチン(')みなら干他い．）ラテ：ア ilifJ諸国

i -i) ；吏及してし、｝だ。 ビ1) ;!, It、彼 l！）ー特{i: ll)な力、

でもっとも広くかつ現在に干る主で涜まれ続けて

Iv‘ る Ii(II(＇sは， 1853年に制定されたア）レぜンチン

共和国慮法の起草に甚大な影奢を与えることにな

I) ， 同苔に盛り込まれた建国の思想は、 そ(T)大筋

としてはローサス政権崩壊後の建国屯業に参画し
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た「1837年世代」の人びとの思想を代表するもの

であった。同憲法はその後の部分的修正を経なが

らも現行憲法として堅持され，ラテンアメリカ諸

国の現行森法中，その制定年次がもっとも古いと

されている。

このようにアルゼンチン，さらには他のラテン

アメリカ諸囚の独立後の建国過程において多大な

影醤を及ぼしてきたアルベルディの思想は，政

治，法律，外交，経済，社会問題，文学，芸術な

ど広範囲にわたっているが，筆者は「ルベルディ

の思想体系が経済思想に根ざしており，彼の建因

の思想は経済開発思想を抜きにしては語れないと

若える。こうした見方はこれまでのアルベルデ（

研究においては十分展鳴されず，時として彼の政

治，外交に閉する著作が彼の経済思想とぱ切り離

されて論議批判されてきた。たとえばア lレベルデ

ィのバラグアイ戦争反対論についても，それが深

く経済思想に根ざすものであった点が見落とさ

れ，反戦＝反国家的といった政治的イデオロや一

の観点から処理される嫌いがあった。したがって

本稿では次節以下こうした弊害を回避しながら，

アルベルディの経済開発思想・政策論を歴史的背

殷のなかでとらえ直し，さらにそれが国家建設過

程に及ぼした影恕についてみていくことにする。
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・,iii』」)，第 7凸『'.9レ 七 /-?ーン・アメりり＇外交芯作

]』 〔I「7'―,＇-＇，ぷ 1月の外交誨議’ f 1 ノ9,9しの沿

謀」， II 「•ヽ＿，グアイ i•し争｛めぐろアルゼンチ—,})いj

T」, II1 「-，9＇フな＇，苔国 Iiい，tら水祝的），；茂」， IV「Ifi

4、東，冗 A¥、1'、．1（此I］,9打IiiU)月］‘，1;. 厄戌， Iこ全楳似」， ＼「―,•

ルピ．ヂ｀＇共和国外文」， WI• 白木 1 ―ー』；） ： ｝ ；：，地坪J__し‘-)

再建], ¥,ll 「！土］埒間悶」，＼1Il「欧木にいける国象法の押＾

論と現し'」,IX 「対ハ—,9'ア， r ィ同温条約」），冶 8 在『払

子閲泳伐作』（「仏律叫究庁，況廿Jr皐」），第 9合『払学関

賃：著l'f』， 弔10ピ』一'-9;L t: ●，チ，＇」に和国¢)此冶 l9:」腿祗

化の土．，＼入，9/)見船＿い発，9it l̀ 7¥、」l和1月兎石上げ冷：』、 芍

11巻『ア，レゼ／＇―チンの州注』， 第12巻『1880年のア；：

ピンチン！し和国紐ー』， 弟13巻『南アメリカ語因の政

訂』，弟14も『経済訴造こ出政1::1芯l』，第15在『託麻糾

]［』， ＇B 1 6伍『戦＇i}氾．fi'』， ；'｛；・17ビ『政冶研冗』，第18

巻『政冶田田ふ

(t「25).1、,l.？・（~ざ， 1如、cr,＇‘' P II n to冒ぐ de pa rtida 

匹 ra la organizacion po!itirn de la Rejniblfra 

ArgC9itiIIll, 、＇—亡／，人，9・（レ人， Plus Ultra, 19印 LI

＼~第 2 阪） こ＆l00部カ・出阪＂れ，：し、心。

II スベイン植民地政策批判

アルベルディの経済開発思想は，次の二つの間
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題を主軸にして展開されていると拐えられよう

（注い。第 1はラテンアメリカにおける貧困・低開

発性の根源をめぐり， 3世紀余に及ぶスペイン植

民地政策批判論に収緻していく思想，第 2は独立

後の近代的国家建設過程における経済開発をめぐ

る思想・政策論である。まず本節で第 1の問題を

坊察し，次節で第 2の間閣をみていくことにする。

ラテンアメリカは15但紀末におけるコロンプス

の到来を契機として， スペイン，サミルトガルなど

諸列強の植民地支配下におかれてきた。そのうち

スペイン，ボルトガルの植民地の大半は19世紀前

半に 3世紀余に及ぶ植民地支配から脱して独立を

達成した。アルベルディは植民地支配がラテンア

メリカの経済発展を著しく阻害してきたことを重

視し，スペインの植民地支配遺制からの脱却が近

代的国家建設の出発点となることを強調する。

スペインの植民地政策について彼は次のように

述べる。

スペインがラテンアメリカを征服したのは「王室の

名誉と無神論者や異教徒に対するカトリック普及のた

めであり，主党や商業の振興，スペイン国民の生活向上

のためではなかった」併 2)。そしてスペイン本国自体

「貧困で人口が少なく，（中略ー一今井）自らが持たない

ものすなわち大規模人口，経済的観念，自由，商業，農

業，工業のいずれをも新世界にもたらすことはできな

かった」（注3)。スペイン植民地支配者は，「異教に対する

信仰を憎悪し，労働せずして黄金を手にすることに熱

中し，鉱山所有そのものを富と考え，労働供給を奴隷

所有に求め，領土すなわち国玉領の拡張を権力と偉大

さの増大とみなし，外国人の異教徒すへてを憎悪 L

た。主た外国との交易や交渉を国上の安全を脅かす危

険な犯罪とみなし，外国からの限絶を社会の存続と安

仝確保の原則とした。そして外国貿易およびスペイン

植民地相互間の交易をも禁止し，道路，橋，港の整備

を意図的に怠った。また原始的な遊牧を営む原住民部
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捉を征服せす＇放置することにし心、植民池内の各居

住地間のコミュニケーションを坊得したn （中略ー一

今井）十なわち分割して統治せ上の戦術でもる。そし

て一方でメキシコ，ヌエバ・グラナダ（現在のパナマ，

コロンビアを含む地域一ー今井），キトー，ペルーのよ

うに豊かな鉱山があり，さらに怠惰な支配者のために

働きそして自らは外国人から隔絶して生活する原住民

に恵主れた国々を偏愛し，他方では南ア Jリカ東部に

おける愧業，牧畜業，商業の振腿を排除，禁止した。

これは植民地確保のための政策であり，ス、:{ンが植

民地；こおける富の源泉としての労慟，独立ビ 1'1由の原

動力としての富の形成を誓戒したためであった」（注4‘。

こうした植民地政策はラテンアメリカの低開

発，貧困の原因となったばかりでなく，人びとの

価値観にも深く浸透していったとする。ア］レベル

ディは， イやリスとスペイン，ポルトザ！レの植民

地支配形態を比較して次のように述べる。

「イギリス人は生産の場を求めてアメリカに渡った。

それに対してスペイン人やポルトガル人は一獲千金を

夢みて本国を出た。彼らは幸運を，富の源泉となる労

働をとおして求めたのであろうか。彼らは生産するた

めにやってきたのか，あるいは収奪のためか。 （中略

＿今井）やってきたのは労働者でばなか:}こ。（中略）

それは軍，＼，貴族，僧侶，そして国主U)従者たちであっ

ピJ寸 5¥。'点を生み出す労働け「コーロッペ人ではな

くアメリカ人に課せられた。征服者ヨーロ、ソペ人では

なく被征服者原住民のものとして。原住民が果たした

役割は，その後ヨーロッパの白人が連れてきた黒人奴

隷によって引き継がれた。このようにして生まれた富

は勤労と貯蓄という美徳の産物ではなく，（中略ー 91今

井）仇りこ 91i正によってもたらされにもし＇）ぐある。こ

うしーしヵ働は奴隷のものという労働1笈視C)観念が植え

＇うけられていった」（注 6)。他方では「10分J)1税から

(/）税収や教兵への献金，募金たとで多く幻修道院が建

てられ，そのことは（中略~人びとを祭好き

にし，祭は不道徳と贅沢を持ち込んだ」（注 7)。こうし
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た状況のなかにあるかぎり「南アメリカで産業が降盛

をきわめることはありえない」（注8¥。そして灌民地に

おける「このような宮の分配と消費形態のあり方は，

t［会において一方に飢餓と貧困，他方に宮裕と贅沢」

（注9)の二極分解をもたらしたとしている。

以上みてきたように，アルベルディはラテンア

メリカの貧困，低開発が 3世紀余に及ぶスペイン，

ボルトガルの植民地政策によってもたr、されたと

結論づける。そしてその政策が，植民地における独

立運動の萌芽を阻止するという本国側の政治的動

機に加えて，さらにはスペイン本国の経済が植民

地の産業振興と貿易の拡大を求める段階に達して

おらず．そのため柏民地に求められた（「）は貴金屈

をはじめとする資源の掠奪的交易であったという

経済的動機にもとづくものであったとする。そし

て植民地においては貿易独占，産業振興の抑制，

人口移動の禁止が植民地政策の某本線として断行

され，植民地本国以外の諸外国と植民地および植

民地相互間の商品，人，梢報などの交流を隔絶する

ごとが重視されたとするでこのごとを筆者なりに

解釈しなおすと，それは一方で植民地支配を堅持

する統治政策の一環であったが，他方ではヨーロ

ッパと植民地，また植民地間交流の隔絶によって

もたらされる市場間価格差がスペイン，ボルトガ

ルの重商主義政策，換言すれば市場間価格差に依

拠し流通過程に価値増殖過程の展開を求めるしか

ゆる商人資本の運動形態の存立基盤を確保するた

めの経済政策でもあったわけである。

こうした政策の下で，植民地においては原住民

および黒人奴隷（［）労働力酷使に依拠して貴金属や

熱帯産物が掠奪され，植民地経済の拡大再生産を

もたらす経済開発が著しく阻害された。それに加

えて通商独占政策（］）下で植民地におけるインフラ

ストラクチャー建設は一般的に著しく立ち遅れ

アI：ゼソチンの思想家アルペルディの紆済開発思想

た。その結果植民地統治における行政上の中心地

および正式に認可された貿易港のみか植民地のメ

トロボリスとして本国と結ばれる要として発展し

t.::.のに対し，その他の大半の地域は相互間の交流

も少なく未発達のままとり残され，両者の間にtま

著しい格差がもたらされたとする。そしてこうし

た植民地政策の下で植民地には労働蔑視の価値

観，怠情と浪費の習慣がはびこることになったと

みるのである。

このように植民地政策が，植民地を隔絶した状

況におくことによってその自生の芽を摘み取り，

ラテンアメリカにおける低開発と貧困をもたらす

根源となったとするアルベルディは，独立後にお

ける国家建設の第 1歩を植民地遺制の撤廃に求め

るのである。

（注 1) アルベルディの著作のなかでとくに経済問

頂を屯現したふのとしては，第 I節の（汀24)の著作忠

リストのうち第10巻『アルゼンチン共和国の政治的組

峨化のための加店と出発点および共和国恵法草案』，

第14巻『経済構造と財政問題』，第15巻『経済研究』を

あげる-―とが―こぎる。二のなかこも『経済研究』が彼

の経済忌想をもっとも体系化した背作となっており，

同書は次のように構成されている。

序，第 1章径済危機について，第2点南アメリカ

の経済危機，第 3章植民地制度の歴史的諸要因，第 4

育独古革命の庁史的背因，第 5百アルゼ‘ノチ？．の経

済危機，第 6章銀行，第 7章ラプラク地域における

経済危機の影響，第 8窃 経済危機とその対策，第 9

章 IJせ祖， 結7ド。

（注 2) Alberdi, Juan Bautista, Obras selectas, 

第15笠 (Estudiosecon6micos)，プエノスアイレス，

La Facultad, 1920年， 91ページ。

（注 3) 同」・円 95ペ＿ジ。

（注 4) 同上書 92~93ページ。

（注 5) 同上書 97~98ペーゞ 。

（注 6) 同＿l］： 98ページ。

（注 7) 同上書 92~93ページ。

（注 8) 同 1•。

（注 9) 同上書 98ページ。
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III 経済開発の思想と政策

アルベルディによれば，独立国家の建設は植民

地追制の払拭をもって開始されなければならない

にもかかわらず，独立後のラテンアメリカにおい

ては植民地遺制が継承されてきたとされる。たと

えば独立後のアルゼンチンにおいて20年間存続し

たローサス政権の下では，通商制限，移民受入抑

制などスペイン植民地政策の名残りである閉鎖的

な政策が踏襲され，封建主義，地域分断主義が支

配的であったとし， 1852年におけるローサス政権

の敗北は「 2度目の旧植民地体制の崩壊」（注1)を

意味したと断定する。

それでは植民地遺制を払拭した後ラテンアメリ

カ諸国の国家建設はどのような方向に求められて

いくのであろうか。この点についてアルベルディ

は次のように述べる。「富は力なり」（注 2)というホ

ゾブスの言葉「国力と国の尊厳はその富に依存す

る」（注3)というアダム・スミスの言葉を引用しなが

ら，経済的富の蓄積こそが国力の届礎であり，それ

が国家の自由と民主主義を支える基盤になる。そ

して富の源泉は土地や貴金属の所有にではなく

「生産的労働と蓄積に求められる」（注4)とし，「征

服や紛争による領士の拡大は国富を増すことには

ならない」（注5)と断言する。領土を拡大しても国

内産業を確立できなかったスペインは衰退し，反

対に国内産業を強化したイギリスは枇界でもっと

も裕福な国になり，「オランダ，イギリス，アメリ

カのような世界の最富裕国は最大の自由と政治力

を掌握している」（注6)とする。ここにおいてアル

ベルディは富の源泉を何に求めるのかという根源

的な問題をめぐり，ラテンアメリカに根本的な思

想上の変革を注入したのである。換言すれば，広大

ヵ8

な土地や貴金属など天然資源の所有だけでは富は

形成されない。生産的労働が労働対象に働きかけ

ることによってはじめて富が生産され，生産余剰

が菩積され再生産過程に投じられるごとによって

富が増殖される，というのがアルベルデ（の富の

源泉論なのである。これはイヤヤ l）スにおいて発展

した古典派経済学の基礎となる考えであり，それ

にはアダム・スミスの代表的著作『国富論』から

の強い影響が窺える。アルベルディの経済思想面

におけるスペイン支配からの脱却の道は，イギリ

スの古典派経済学への接近とラテンアメリカヘの

その現実的適用へと導かれていったのである。

それでは国家建設の基礎となる経済力の増強，

富lり形成はどのようにしてもたらされるのが，次

にこうした点が問題になってくる。この点につい

ては次の五つの分野，すなわち移民・植民論，外

国資本導入論，産業育成・国際分業論，自由通商

•国内市場統合論，経済開発における政府の役割

に分けて，アルベルディの思想と政策を芸察する

ことにしよう。

1. 移民・植民論

国力が国の富に依存し，また富の源泉が生産的

労働と蓄積に求められるとしたアルベルディは，

アルゼンチンの経済開発における移民と入植の問

題をきわめて重視している。日く「国の建設にと

って先決問題は植民である。国民と国家は同意語

である。住民のいない土地は村でも国でもない。

それは無人の地でしかない。人口は人口を生む。

すなわち人口は自然増そして移民増によって増加

していく」（注7)。ここにおいてアルベルディの有

名な言葉「アメリカにおいては統治は植民なり」

（注8)に集約される植民論が提示されることにな

る。

ところで H本の 8倍近い広大な国士を有するア
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ルゼンチンの総人口は， 19世紀半ばにおいていま

だ100万人に達していなかった。こうした現状を

踏まえながらアルベルディは次の二つの観点から

移民・植民論を展開する。第 1は囚土面積に比較

して相対的に過少な人口の増殖，第 2は植民地支

配lヽ ＾で培養された労働蔑視の価値観と怠情で浪費

的な生活習慣を変革すること，である。すなわち

移民・植民論は量と質の両面から考察され，移民

受入数の増加だけでなく資質のよい移民を求める

政策論として展開されていく。

それでは資質のよい移民とはなにを意味するの

であろうか。この点についてアルベルディは，第

1に労働の習慣を身につけ継続的に就業できるこ

と，第 2に労働の目標に対して単に晋慣的に反応

するだけでなく研究心に富んでいること，第 3に

植民地の制約・独占的緊縛から解放され自由であ

ること，などの条件を重視している。アルベルデ

ィは菩う。

「すべての労働力が富の諒泉ではない。 （中略ー一

今井）エジプトやペルシャ，プルガリアにも労働力は

ある。そしてアメリカ（南アメリカー—/］今井）自身も

奴隷労働力を持つ。しかしこれらの国々はその労働力

の結果としてまた産物としての富を所有しているわけ

ではない」（注9)。

求められるのは規則正しい労働の習慣を身につ

け，教育・技術訓練を受けた近代的労働力なので

ある。

こうした望ましい移民の供給先とされたのは他

ならないイギリス，フランス、スイス， ドイツな

どのヨーロッパ先進諸国であり，またイタリア，

北スベインも是とされた。そうした国々からの移

民が新しい思想，勤勉な習慣，技術文明を携えて

到来することにより，ラデジアメリカの住民の間

にも彼らの価値親や生活習慣が浸透していくだろ

アルゼソチソの思想家アルベルディの経済開発思想

うと考えられた。

「もしわれわれが自分たちの国を短期間に強大にし

たいなら，すでに形成され整えられたものを外から持

ち迅むことでかる。人口規模が大きくなければ，文化

り）発達もみるべき進歩もありえたい。（中略ー一今井）

J、1150万の国ぱ領土を持つという意味では国どいえよ

うが， 人口規模からすると州か県でしかない」（注10)。

「規律と訓練，そして勤勉の習慣がわれわれのアメリ

力に広まることを望むなら，そうした習慣が深く根付

いている人びとで満たせよ。彼らはコミュニケーショ

ンの手段を持つので，勤勉なヨーロッパ人の側にはほ

どなくして勤勉なアメリカ人が育成されよう。文明と

いう 1ご場1ま自ら種を伝播しないがそれはあたかもぶ

どう i』のようにぶどうの房をつける。現在｝、l1過少で

末開地のアメリカが短期間に豊かになる手段はこれ

（ヨーロッパ移民の受入れ一ー今井）以外に存在しな

い。人口の自然増にだけ頼る政策の効果はきわめて遅

と々している」（注11)。

ごうしたア］レベルディの言葉によって要約され

るように，彼の移民・植民論は先進ヨーロッパ諸

国に「頌())よい」移民を大量に求め，ラテンアメ

リカに根強く残存する労働蔑視観，怠惰・浪費の

習慣を彼らをとおして払拭することにより，短期

間に急速な経済開発，国力の拡大をはかろうとす

るものであった。

それではこうしたヨーロッパ移民を導入する政

策はどのように考えられたか。 「南アメリカ岱最

も必要としている植民は，われわれの政府の統治

能力を測る最も正確な物差しである」（注12)と断ず

るアルベルディは，次のような移民受入政策にお

ける留意点を提示する。第 1に外国人に対して国

民と同様の権利，自由，保護を保証し，それを持続

させる制度を確立すること，第 2に自発的にやっ

てくる移民が真実かつ偉大な移民であり，移民業

者を介在させる移民受入政策は望ましくない。政
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府は自発的移民の入国を促進する受入体制を整え

ること，第 3に宗教の自由を認めること，なぜなら

「南アメリカで異教を排斥することは、大半がカ

トリック教徒でないイギリス人， ドイツ人， スイ

ス人，北アメリカ人，すなわちこの大陸が最も必

喫としている入梢者を排除すること」ぼ13)を意味

するからである。第 4に柏民地内陸邸と外国とり

核触を禁止した植民地政策位14)を撤廃し，内陸部

への移民流入促進政策として国内の通商，通行を

自由にし，かつ輸送・通信手段と整価することな

どである。

2. 外国資本導入論

次いでアルベルディは移民・植民論に呼応する

形で外国資本溝人論を展間していく。生産的労働

力に乏しいラテンアメリカにはし、わば労働J)子供

であり孫である資本の蓄積が欠落している。しか

し「外国移民は衣食住を賄うためい所得にリIかれ

て流入し，生活の向上を求めてやってくる」い115)

のであるから，そ(/)意味から彼らの所得を賄うた

めに資本が必要となり， 「没本は南アメリカにと

って植民促進剤である」注16) とする。そして利

子，利潤，利益を追求する外資がなぜラデンアメ

リカに投下されるかという間に対して次のように

答える。

「それは五本が相対的に過少なところで利―f率，収

益率がより晶くなるからである。汽める国には森本が

潤沢にあり，したがってそこでは利1'亭も相対的に低

下する」〈注17心

次にラテンアメリカにおける外資の投下分野に

ついて次のように述べる。牧畜菜，商菜，インプ

ラストラクチャー建設などの分野においては投資

利益が十分期待でき，また典業も土地開発の進展

に伴い魅力的な投資対象となりえよう。しかしな

がら「製造業は南アメリカにおいては有望な投資
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分野とはなりえない。そ I))製造業は的確に言えば

小下業で，それはマニュファクチャ一段階を超え

たヨーロッパ工業にとって替わることはできな

い」江18)。ところで有望視されうる分野のなかで，

災牧業は自国民が好んで執着する産業である。し

たがって「南アメリカにおいて蚊も生産的で外貨

の主要な投資対象となりうるのは，南アメリカか

らヨーロッパヘ第一次産品を，そしてヨーロ・ソパ

からアメリカヘ工業製品を運ぶ大手の外国貿易業

である」噂19'とする。

そして外国貿易，国内通商を盛んにするうえで

直要となる (l)は輸送手段の整備であると若えるア

Iレベ Iレデ｛は，海上愉送のための港清設備，陸上輸

送のための鉄道が建設されなければならないと

し， どりわけ鉄道建設の必要性を強調する。しか

i)それを庫なる輸送手段としてだけでなく，政治・

経済． t土会的な安革しり推進役とみ九しその｝，＇．（をめ

ぐ→て次りtうに述べて＇,ヽ る。

「鈍遣は征服者であるヤZペイン人がごの大陸を逆転

させたのを心に達す手段となる。スペインばわれわれ

の国の足がおかれるべき所に頭を閻l1‘ だ。ス，~ {ンの

涌藩・独占政策を是とする見｝］からすれば，そのジス

テムぱ正しく、他方われわれの自由貿附吹大を是と十

る1，↓方からすれはばかげて＼、る。買本を海岸池帯に、

さらには河摩地帯や大陸の内陸部に導入しなければな

氏ない。空間を冗縮してくれろ合杞道と醒信ぱこの仕市

にお＼、て国のし、かなる有力芥J::IJも梵界的な働ぎか十

る」（注20‘。

鉄道なしには広大な国士の結合ば不可能でも

り，法令で国家を統一しようとしても即座に分裂

してしまうであろう。また鉄道なしには移民を内

陸部に送り込めない。このように鉄道は大動脈の

機能を果たし， 「法令や反乱なしに最も困難な事

態を刷新・改革・変革する」（注21) ものであるとし
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て，国の近代化過程における鉄道U)果たす役割を

さわめて大きく評価している。こうした考えには

内苺部應地のックマン州に牛主れ合゜＇）たアルベル

ディが，牛車に揺られて 2カ月もかかってブエノ

スアイレス市に到着したという経験などが影管を

及ぼしていたと考えられよう。

以上のように外資導入の必要性を除じたアルベ

ルディは，外資導入政策について次いように述べ

る。 「南アメリカヘ外資を自然に流入させる方策

は，投資家に対して投資利益が上り大ぎくなる投

資分野を選択する自由を保証し，その利益が尊重

されるよう安全を確保することである」ぼ22)。

そして資本が不足している南アメリカにおいて

は，外資導入の当初から経常収支尻を慮るべきで

はないとする。そしてその坪由 /5けとして投資収

益は投資に対する果実としてもたらされるもので

あり，もしわれわれが収支均衡を鈍則しして独立

戦争のための借入を制限していたら， 「われわれ

は今日まで植民地の主主でいたであろう」ぼ23)と

述べている。

そして外資の流入を促すためには国家統一の達

成と，投資活動に対する安全、＇貨仔体闊を確立しな

ければならず，「国内が分翠tど抗争状悠（こあれば国

は詮困と軽箆のまなざししか受けられない」（注以）

とする。さらに外資誘致の必要性が特に重視され

ている鉄道部門に関しては，国内企業と同様に外

国の鉄道企業を保護し，必要に応じて免税，開発

権およびその他の優遇措置を与えようとする。「資

本はわが国の進歩にとって左腕」（注25)であり，荒

野に近い未開地にすぎない南アメリカヘの外資誘

致は，優遇措置の手当をもってしなければ実現不

可能である。しかも外資受入体制の喀備は外資を

南アメリカに帰化させるための基盤づくりでもあ

るとしている。

一、パ・1.．/，．1 ンの思想家アルベ J＇じ ・7'ィじ）i，1'9，ヽr|開発思想

3. 茫業宕成•国際分業論

それでは生産的労働力およびその菩積としての

資本はどの分野に投下されるべきであると若えら

れているのか。アルベルディはその対象分野とし

ては当時の南アメリカ南部における経済構造を前

提として，国の産業基盤である牧畜業，それに今

後強化されるべき農業をあげている。そ (T)兜由を

彼は次 (7)よう：こ説明する。 「南アメリカには豊か

だ士地に貧しい人々が住んでおり，他方ヨーロッ

バには貧しい士地に裕福な人々が住んでいる」

（江26)として，既存の自然条件の相違から各国の経

済開発の方向も自ずと異なってくると主張する。

そして南アメリカ南部について，「主たる国富の源

泉である牧畜業は自然的優位性と条件を存分に備

えた咬業であり，過去10(坪間にわたって！）すデラ

フ゜ラ々諸国（アルゼンチン，ウ9レグア（， バラゲアイ

t含む 今井・）をとりわけ裕福にしてぎた」 Cit27)

ど,ff.てし‘る。

このようにアルベルディは産業育成論を国際分

業論に立脚して展開しており，その基盤となって

いるのは分業と交換をとおして富の形成が加速さ

れるどし、うアがム・スミスの理諭である。 「イギ

11 スやアメ 1)力，かつてのオランダのように，自

然的わるいは歴史的条件により生活必需品を国外

から受け取り支払わなければならない国が最も裕

福であり」（注28), 「内陸部や孤立国の富は不完全

あるいは原始的な形態でしか存続することができ

ない」（注29)とみる。

国際分業論に立脚した産業育成論が体系化され

た著作『経済研究』の執筆年次は定かではないが，

1877年から80年の間に執筆が完了されている。そ

の当時フリードリッヒ・リストの代表的著作であ

る『政治経済学の国民的体系』はすでに出版され

ており，幼稚産業保護論争の展開もみられた。

28I 
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ーアルベルア‘•(ll 身も保護貿易への動きは卜分察知

しており，南アメリカにおける保芯貿易論の主弧

に対して次のように述べている。 「現実感党のな

い幾人かの政治家が抱く病的な空想のt［かにしか

存在しない工業あるいは工業生産を保護するより

も，現実の外国貿易において輸出力を杓つ庁．物(I)

生性を確保し改詞する方かより打益であ心」 (il.30,

と。 さらに続けて， 「南アメリカは工場伽」工業も

珈祖業も特たず， ヨーロッパ0)工業と悔運業ー一

それはヨーロッパの工業製品に加え•こアメリカ(/)

産品までも連んでしまう に従脱して生きよ」

:/1:31)という cr)かと自間し，次りtうに答える。「J阜

始的な産物しか生産したいとして農村を蔑視し野

恋なものとして扱 ＇Jことは（中略 勺い自穀行

為である1汀かし断定したうえで、 T^ 茫や海測業に

おいて比較傷位性を徳得するたもには経済窟限を

推進するためり「闘争が必要とさかるりであ I)'

ぞれは武器も特たずllfl丸流さず戦場i＼たい闘＼、て

ある」け133 と緒論~5 けてし、る。アルベ 1レディの Iい

際分栗論に寸脚した拠牧業育成論は， 191仕紀後斗＇

U)南アメリカ南蘭iにおける経済の現状を跨主えて

殷開されている。そり）庄繋育成論°'ばかには段階

論的考えを証みとることができるが，ア，しベル千

｛は農牧翌育成論り次の段階における新たな産業

存成論を）」と間するには平っておらす［それは次代

への課題として残されている。

4. 自由通商•国内市場統合読

富（！）i瓢か分業を仙礎とした交換によって加速

されるという見解にもとづき， アルベルディは比

較生産優位説に立脚してヨーロ、ッバの工業に対し

て南アメリカでは第一次産業（南アメリカ南部にお

いては｝災牧業一今井）を振輿すべきであるとの同

際分業論を展開してきた。そして国際分業関係を

進展させるために徹底した自由通商論を提唱し，
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「保護貿易政策が正当化されうる（T)は海賊対策な

ど公的福祉を目的とする場合に限られるJ，注M と

するアゲム・スミスの言葉を引用しながら，南ア

/ !)力南部における丁業育成のための保護貿易を

謬った政策であると断定する。自由通商を促進す

ろにめ：こは柏民地遺制どして戎存して 1・， 9 る通商制

限政策'・‘'）撤廃と， 自由通商を妨げる障害物じ）除去

が前提とされる。：：そしてそのためには一方で語外

可どの自由通商間係を整備しれがら，他方で国内

河川突通の制限や小1-1間関税，涌行税などを撤廃し

て梢民地支配下で分断されてぎた国内市場を統合

化し穴ければたちないとする。

5. 経済開発における政府の役割

さし、ごに経済間発における政府の役割について

アルベル iゴィの見解をみよう。彼は経済間発の過

f乱を自由放任主義に委ねるべきであるとし，国家

じ）役割に＇ういては「夜替国家論」を展開する。日

く政府は元来「国富の消費主体」注35‘}であり，「国

富は政府によってではなく国民によって形成され

る J'.•Uい。したがって経済開発のための巨大事業

も政府ではなく民間の手に委ねられるべきであ

る。そして国富の増殖過程において政府が呆たす

べき役割は国民に対する自由，安全，平和の確保

に他ならず，一方で「近代国家が自由，安全，平

和い下で富を形成してきたのに対して，他方では

直民に自由，安全，平和を保証せず，正確に言え

ば禁力を持って富を得てきた前近代的な国家は困

窮し崩壊していった」直37)と述べている。

このように「夜著国家」論を是とするアルベル

ディは，アルゼンチンにおける政府のあり方をめ

ぐって次の二つの問題を提起する。第 1点は囚家

統一をめぐる問題，第 2点は連邦政府の財源間題

である。

第 1点は独立後の連邦主義派と中央集権主義脈
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の対立に根ざす問題で， スペ f、ヽ ／植民地支配ドで

副こl_:．庁がおかれたブエノスアイレく市とそv'）他、))

地域との間に，政治・経済力におけるさいめて｝、

きな格梵が生じ， そ:(I)ことが独立後（］）川家統一に

とって屯大な障内となってきたとする。前述しだ

ように， 1853年い共和1月憲注制定に院しても． ヅ

エノスアイレス'.}卜1は連邦主義i)記）［［l！ぶに依拠しに

liが忍法を承品せず， そい結果185:l年から 61年主

でのア！レビン fンには屯実 1：二つ(/)政府が1)｛存

し， 各々が独自に外交交渉を進めた。 こU)間ア

ルゼンチン共和国政府J) 特使としてヨ-—口、1 バ

諸国との外交交渉に胄ったアルベ Iレニr(iに 外資

導入や政治協力関係rJ)進展交沙とめぐり→エ Jス

アイレス J、1•I 政府と対立， 競合する敗日に陥 9った L

その経験が—1月どな＇）て、 一つりn-l内ふこおける複

数政府の乱立ば［政府が全く存在しなし、こどを

意味する。端的に―五えば，不確丈，無秩1凡 無 政

府の状胆であふ」い38)とし、う彼（り発iiを促すこと

こなった。 1853年ぷ仏に特干い修正を施し，応年

こブエ／スア（レス '.)•I•I が主導する形で t,.) やく制

疫 l:(/)川家統ーが達成されたが，現実には同！I、Iの

政治・経済力が他の諸州に対して優位を占める状

態か続き，中央止権主義孤と連邦主義派u)対立が

芝V)i妥も根強く）しを引し、た。 アル，くルが｛は近代

日家としてのアルゼンチンり囚家統を次(i)ニシ）

の条件の実現によってはじめて達成できるとみて

し‘た。 そ(1)第 1条件は，叫）、110)・州都とされてきた

詞市を連邦区に移行させ， 詞），卜1と行政ヒ分離する

こと，第 2条件は当時の主たる財政収入源で独立

以降励川にようて独占されてきたブエノスアイレ

ス浩の関税収入を，国全体に帰属させるべきもの

として新たに連邦財政に組み入れること， であ

る。

第 2点の連邦政府の財源問題は統一国家の経済

アルギンチ‘，の思想宝ア）しベルディの戸済間廃息見I

的某盤に「i1いる「［要諜題で、 次の三つの分野から

乞えられて 1̀‘ るの第 1ば→ t ；スアイレス港の閃

税収入，第 2ば外間借入、第 3は銀行の通貨供袷

てもる。第 1り間鼈は前述したように連邦政府1,J：

ー1五 I ズアイレズ州政府に圧倒されなしヽ財政訊盤

：，情箔ずるためり切札ともし、える課題であバだ

第]しr)外（責借入にバし、ては， 一つにプエ Iスアイ

レズ、）りIIし／．）それど囚全体のそれが明確に区別され

す， 計j打に対しても 1且民全体が遅済義務を負わさ

れる結呆になってい⇔実態の弊壽， 二つに各）、卜Iv)

経済力に応じて外資借入交渉が進められる結果，

経済力のあるブエ Jスアイレス小卜1へ外資流入が偏

向し， l刷IIと他州とび）経済格差がさらに拡大され

← 9 、マー

'，，，-
しー， ---::^-)に外資借入限l支額U)チェ、ソク・シス

テムがti<， l月の経済規模に比べて過度に多額か

つ非生産的な外資尊入を招き， それが国富形成に

砧0→いてし‘fょ＇s‘ことなどか問題点として指摘さ

オ1，ヽて l, ‘ る。 そしてその改善策としてはブエノス了

イレズ）•|•1 政府と連邦政府の行政上の明確な区分，

中央銀汀の創設と詞銀行にしにる金紐政策の統帖な

どが提示される。

第 3は国家統一(f)旭盤をなす金融・通貨政策を

めぐる間題である。喝時はまだ中央銀行が設立さ

れておらず， ブエノスアイレズ州銀行が朴Iv)通貨

発行業務を営んでいたが，その通貨乱発による金

融不安がブエノスアイレス州を裳源地として国全

体に波及していた。 ごろした事態の改苦策として

ア）レベルディは州の涌貨を回収して国全体の流通

通貨を統一すること｀ また金融不安の回避策とし

て通貨発行に対する金準備制を漠入することを提

唱している。

（注 1) Alberdi, Obras selectas,第15巻 (Estudios

econ6micos), 9ベージ。

（汀 2) 『'J上因 481ページ。
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(fl38) |l ll卜・ }} 198へ三ジ，

n ァルゼンチン共和国芯法へ (1)影郎

、ヤ

-- -, 0 

(i123) All,errli, 1恥，’．ヽ，！）8、ノ。

（は．24) 19,l l,｝ ; 9!J、.c:0 

en 25) r,,i 1" 

（/!26) Alherdi, Ohras sdertas,'f'. 15在． 1•ベ

ジ。

(iJ27) I』 l...しり 156・ 一― / 。

(. il.28) i9 9] 1. e且 40’ミ――>0 

(il:29) I"! u: :,9 :..._, 0 

（注30) i,,] I:',月 420ペーン。

（注31) Alberdi, Ubras selectクs, 第15在， 84ペー

シ

（゚江32)

（汀：33)

（注34)

（注35)

（江36)

(1137) 

I99ll：占 85 ベ——,~〇

同」．O

|nlート．因 161ページ。

砂上白 391ペーージ。

I,J.L出 392ヘ--ン’。

同上因 394ページ。

それでは以上に入てぎたアルベルギ（の祥済閉

発の思炉、し政策は，アルぜンチ‘／の経済連没過程

においてどの t.,)た影翠尺を及ぽしてぎだのであ 7)

りか。＼―り課咽を明ちかにするに 1訂19世紀半：印‘J、

降におけろアルぜン千ン経済の疫容過程に関する

洋細な分析が必要となるが、本稿ではその課題を

十分究明する用意がないので性 l)，ここでは制度

的側面に限定し，とくに1853年に制定されたアル

ドンチン共和国憲法に対してアルベルディの経済

思想が及ぼした影特に焦点をあててみていくこと

にしたし、0

閲述したようにアルベ！レディはチリ亡命中の

18:'i2年， ローサス政権崩壊の報に接し，即座に連

邦主義派の指森者ウルヤーサに宛てて共和国志法

肛案を送っている。同草案と 1853年に制定された

共和国憲法の条文を比較検討してわかるように

直 2:,幾箇所かの修正が施されているものの，ぶ

法の条文のかなりの部分が同草案から採用されて

おり， 1口.J；如法へのア＇レベルディの思想的影虚はき

わめて大きいものであった。この点に関しア，レベ

ルテ＇（の忠法草案を受け取ったウルキーサは，

185公年 7月22Hの古聞でアルベルディに次のよう

に凸き送っている。

「貴殿の恩慮深い本はきわめて貴厘な協力の手だて

だと思います。そればきわめて時宜を得て執竿，出版

されました。私はこの本をよき国家アルゼンチンの誼

厳にふさわしいものとして拝受致します」（注3)。

またパラグアイ戦争や原住民対策をめぐり後に

激しい対立関係を招くことになったサルミェント

も， 1852年 9月の書簡で次のように述べている。
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「親愛なるアルベルディ様，貴殿の憲法はへつのモ

＝ュメントです。 （中略―ー今井）貴殿の憲法はわれ

われの旗であり，シンボルです。アルゼンチン共和国

はそれパ9 現在このように受けどめてし、上す」（江い。

さらに国家統一の理念， そしてベラゲアイ戦争

d)評価をめぐって真向から対立したミトレは， ア

lレベルディの死後1888年に次のように述壊してい

る。

「（アルベルディの著作ほど一ー今井） アルゼンチ

ンの政治事件に対してより鮮明な光を投じた本は少な

ぃ。そして明解な思想，われわれの憲怯 lE¢̀l権利につ

いての研究の花確な出発点を示しどことにおいても類

淋をみない。 （中略ー一今井＼それは遜枇代にも渡っ

てその既かさを失うことなく活用でざう息慮深い原

理・原則の源泉である」（注5)【9

1853年憲法がその後若千の修正を施され， また

一時期機能停止の状況におかれながらもなお現行

憲法として維持されてきていることを考えると，

I11'J憲法をとおしてアルゼ｀／チン（り政治・経済に及

げしたア Jレベルディの思想的影野はぎわめて大き

いものであったといわなければなるま ‘v‘。その意

味からもアルベルディの憲法制定に及ぽした思想

的影響は憲法の全体的な考察をとおして明らかに

されなければならないが， この問題は後の研究課

ここでは経済開発の側面に題に委ねることとし，

限定してみていくことにしよう。

tず移民・入植について。 1853年ぶ法は第25条

に「連合国政府はヨーロ、．Iぺ移民を嗅励し，七地

U)耕作，産業の改善そして知誠や技i木r9ハ紹介およ

び教育を目的として外国からアルゼンチン領土へ

入国する者に対しては，それを抑制，制限，ある

いはいかなる税をも課すことができない」（注 6)と

規定している。また第20条には「連合国内の外国

人は国民に保証されたすべてり公的権利を享受

アルゼンチンの思想家アルベルディの経．済l}l]発思想

し，産業，商業および自由業を営み，不動産を所

有，購入，譲渡し，河川および沿岸を航行するこ

とができる。 また信仰の自由，法にもと:く］宣言，

婚姻を保証される。帰化を強制されだり，特号IJの

納税を強いられたりすることはなし、。また連合国

内に継読 2年以上居住すれば帰化することができ

る。 しかし共和国に対する貢献への申し出および

立証を伴う申請に対して当局はこの 2年間の年限

を短縮することができる」（注7)としている。なお第

15条で共和国内における人身売買を禁止し，奴隷

制i])店止ど残存する奴隷の解放を規定している。

次いで柊民受入・外資導入・呼業間発に悶して

け第64条の16に以下のように規定されている。連

耶函云は「国の繁栄，全州の進展と幅祉，知識の

向上をもたらすよう，一般および大学教育を普及

し，産業，移民，鉄道建設，航行用運河，国有地

への植民，新しい産業の誘致，外国資本の導入，

国内叫川の調査を推進するよう努める。 そして

これらり目的りために保護立法を制定し， 一時

的特潅やインセンティブ賦与のための報酎を投与

する」む 8)t 
し 0 さらに第104条ではこの点に関する

州政府の権限を連邦議会の承認の下で以下のよう

に定めている。「州は（中略ー一今井）経済的利益，

公共福祉，産業，移民，鉄道，航行用運河， J小l有

地における植民，新しい産業の誘致｀外国資本の

,ff.人，」II内河川の調査などの目的りために独日の

法令ど北けることができる」（注9 。このよレ―， □連

邦政府lふLj州政府に対して開放紐済体制りドで

の移民・外資の導入，鉄道・運河の建設，河川併l

発に依拠した産業開発のための基盤づくりを促し

ている。ただし連邦・ナl1を問わず政府の役割は民

間の自由な経済活動を保証するための基盤整備で

あり， ア，ンベ1レディが唱える「夜答国家論」的主

張が生かされている。
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次に国家統一と国内市場の統合に関しては，第

1条においてアルゼンチンは連邦間共和国と規定

され，第 3条では連邦政府がブエノスアイレス市

に置かれると定められている。そして首都を連邦

区に移行させプエノスアイレス」小1いら分離させる

ことが別に規定されている。さらに第 4条で連邦

財政が「i喩出入税，国有池の売却収入，郵便関係

収入，（中略ー一今井）その他の雑収入， 公債，信

用創造」 Gt10)によって賄われるとされている。第

3, 4条は国家統一をめぐる連邦主義脈と中央集

権主義派との間の論争点にかかわっている。すな

わちブエ Iスアイレス市を同朴Iから分離させて連

邦区とし，同港で徴収される関税を連邦財政に帰

屈させる：：どが，同朴lとその他の諸ヽ用の問の政

治，経済J]0)大きな格芹を縮9卜させる唯-ム，り方策

であると，アルベルディをはじめとする連邦主義

派が強硬に日じしてぎたことは位にみてぎだとお

りである。そしてこの主張は1853年憲法の第 3,

4荼に盛り沐まれた底同憲法がデ工ノスアイレ

ズ州によって否認された結果，同市の連邦区移

行，同港で徴収された関税収入の連邦財政への帰

属はその時点においては実現されなかった。そし

てそれはプエノスアイレスJ9卜1とその他の諸州との

政治抗争を経てようやく 1880年に安現されるごと

になり，これによって連邦制下い国家統一が購度

上の完成をみることになったのである。

この時期：，t さらに））〗住民と(/)抗’f}，し ,j) ゆる

「蔀野の征服」の時期とほぼ対応している。 1853年

慮法は第印条(1)15で，連祁議会は 1プロンデ (f

J)安全，原仕民との和平協定，）阜住民のカトリッ

クヘの教化」（注11)に努めることと規定している。

これは南アメリカ南部の国家統一にとっご重大な

問題であった原住民対策をめぐり，原住民勢力閾

ドに認かれにフロンティ／「の国内経済圏へ万且み
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入れと原住民に対する同化政策を盛り込んでい

る。原住民対策をめぐる論争についてごこで詳述

する余裕はないが，一方にアルベルギ（をはじ心

とする同化説，他方に対決税とがあり， 1853年憲

法は前者に傾斜していた。しがしながら現実の過

程では原住民側からの武力抗戦も激しく，長期に

及ぶ戦闘ぷくり広げられる結里になった。そして

1870年代末に至って原住民り納力圏'）:消滅し，全

国士が連邦政府の統轄下に治められることになっ

たのである。

さいごに自由通商政策の甚盤づくりに関して述

べておこり。第 9策な連邦議会が制定する以外し')

関税の設置と，＇｝卜 Iレベルての独自の関税微収を禁

じている。また第10条で国内流通税，第11条で1小l

間通わ應さらに窮12条では国内河川・冷岸航行

税の徴収を禁止している。そして第26条では国民

およひ外斤1人に対して国内河川航行しT)白由を保，1「

し，第27条では外国との平和・通商関係の堅持を

連邦政府に義務づけている。第64条では連邦議会

に対して国内河川航行の自由，港の設置，関税l))

統一（第 9項），貨幣制度・為替レート・度量衡の

統一（袷10項），さらには外国および4|、！間の陸•海

上輸送の管理（第12項），郵便制度の整備（第13項）

のための空法を義務づけている。このよりに植民

池時代（］通商制限によって妨げられてき fこ外国貿

易および国内の経済流通に対して，自由通商を保

証する法的基盤づくりとインフラストラクチャー

の整備が規定されている。

以l古ごきたように1853年憲法(/)桁沿I！り発に閏

ずる央見定は，次の五つの柱にまとめられよう。す

なわち第 1に積極的なヨーロッパ移民の受入れ，

第 2に外資導入とそれに依拠した産業板興とイン

フラストラクチャー建設，第 3に国家統一に立脚

した国内市場の統合，第4:：：自由通商 l!）促進とそ
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のための基盤整備，第 5に「夜警国家」的政府の

下での民間の自由な経済活動による経済間発，で

ある。これらの諸条文はアルベルディの経済開発

思想から多人な彩瞥を受け，さらには彼が執筆し

た憲法草案のかなりの部分を採用する形で規定さ

れたのである。

（注 I) このril'，)＇」，こつし， r ：よ断J!i1：な研‘'い憎まる

か， さ Li＇）たり以↑の拙稿・と参照これたい。 「アルセ

ンチンの樗：ぐに関する一＾考察＿19世紀中艇から第一

久た敵前 i. --」（『アシア経済』汀i12巻寛11号 19 

71年11月）；「アルゼンチンにおける鉄道業の展開`--

1850年代から第一次大戦ま――を対（+'.として←9---」 （両

部広治絹『ラテンアメリカ経済発展論』アジア経済研

究所 1972年）；「アルゼンチンの十地所有；l,IJ度に関 I→

る訂：え苫—ーー独立以降第 i)：大戦的；でのt，り地分出

政策をめぐって一ー」 （西川大二郎紺『ラテンアメリ

カの農業枯ル』ア 9 7経梢研究所 1974年）；「アル l.:

ンチンにおける借地法成立の背景」（石井衆紺『ラテ

ンアメリ 1)の土地11,Il度と烈村社会構必』ア，．｝＇経済州

究所 1983年） ；「ア）しセンチンの鉄逍業とハンハの変

容」（『社仝経済史呼』第48券第50乃 1983年：：： ｝｝）。

（注 2) I ルペ．9l ディ切 1し和国岱幻生が案'~ 1853年人

和国憲法の条文比較は，以下の資料に仏拠した。 Al・

herdi, Bases; Lopez Rosas, Jose Rafael、1-listoria

constitucional argentina,プエノスアイレス，Astrea,

1975年。

（注 3) Lopez,同J:書， 576ペーソ。

（注 4) Campobassi, Jose S., Sarmiento y su 

cj>oca, めIむ， ．； £ノス，・イレス， Losana,l 975針，

383ベージ。

（注 5) Lopez, 前掲料， 576ペ・—, 0 

（注 6) Alberdi, Bases, 313ページ。

（止 7) I五j上，i： 312ヘー /・O

□L 8) hi上晶 320ベ ノ。

(il. 9) 「9,]」←：芥 331 ヘージ~゜

(it10) 恒l上，t： 310ペーン。

（注11) 同上書 320ページ。

おわりに

以上本稿では，独立後のアルゼンチンにおける

アルこ／チン c'J甚想家，f ，レペ Jレ/ r ィ0_)町＇（，叶開発内、 1|［

政治・経済構造を踏まえながらアルベルディの略

歴を紹介し，その経済間発思想，政策論を筆者な

りに体系空てて整理してみた。

ところで日本におけるこれまでのアルベルディ

研究は皆無に等しいが、アルぜンチンで1まアlレベ

ルディに関する著作はきわめて多く， 1000点をは

るがに超えてしる注 1)。また彼の著作が広範に及

んでいることによりその研究内容も多岐に渡って

いる。しがしたがら， こうした膨大な数にじる

アルベルディ研究の大半はリベラリズムかナショ

+1)ズム（りいずれがに依拠した視点からアルベル

ディに対する賛否論を展開しており，ともすると

研究者側り強烈な政治的価値観の下にア IレベJレーr
ィ理解を歪曲する弊害を克服できないできた。ア

Jレベルディについては「沢山書かれているが，砒

.［れるごとは少九く，ましてや熟考されることは

さらに少ない」（注2)といった表現が部分的に該当

する研先状況がぅくり出されてし、る。生浦アルベ

ルディはパラグアイとの戦争に対してアルゼン

←ン政府批判を展開して当時の政権と激しく反日

し，そのことが一つの契機となって，一時期彼を

反ナシ」ナリストとして位置づける世論の潮流か

生み出された。そしてそうした位置づけが改めら

れるまでに長し‘歳月を要したこどを考えるとこ

うした研究状況のあり方も幾分理解できる。しか

しながら，そのような研究傾向がアルベ Iレデ（ t八＼

囲想を体系的に理解し研究を深めるうえで大きな

隣害になってしつことも事実である。こうした忌

識：こもこ 3き，＇＇和者は本稿にわ、、てあえてアルペ

ルディ研究史に深入りすることなく，またアルベ

]レディ研究において比較的研究の蓄積が浅い経済

開発思想に限定してその思想体系と，それが独立

後の国家連設過程に及ぼした影孵について考察し

てきた。
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アルベルディの経済開発思想はまずなによりも

3 1H:紀の長ぎに及んだスペイン柏民池支配からの

脱却をその出発点とし，さらには独立運璽fJに［っ

て一応の政治的独立を達成したラテンアメリカが

名実どもに独立国家どしてその内実を備えていく

過程で，その基盤となる国富の形成に主眼をおい

て展開されている。独立という政治的事件しり後に

もラテンアメリカの政治・経済・「上会構造；こおい

ては植民地遺制が広範囲に残存し，それが独立後

if)口家建設を阻んできたとみるア Iレベルデ fは，

通商制限，産業振興抑制，経済および人的交流阻

11::といった閉鎖的な植民地政策がラテンアメリカ

における経済的貧困と精神的怠惰をもたらしてき

たとする。さらに独立後の国家建設においては国

)Jり）店盤となる国富い形成こそ；J，J［要である，しみ

る。経済的富の源泉は生産的労働とその蓄積に求

められ，国！烈分業論に立脚した抒，斉凋発政策が展

開されるが，筆者はその政策論を前述の 5本の柱

すなわち移民・植民論，外資導入論，産業育成・

1月際分業論， 自由通話・国内市心流合論，経介開

発における政府の役hlにまとめて体系的理解をめ

ざした。

アルベルディの経済開発思想はアゲム・スミス

やリカードをはじめと十る古典派径済学から多大

な影孵を受けており， II1際分業を前提としてアル

ゼンチンにおける国富形成の方向を農牧業の振興

と農牧産品愉出経済、1)生戊•発展に求めている。

ゴーロッ心）工業とアルゼンfンの農牧業を国際

分党I関係で緒ぶこうした経済開発円想は， ．けで

ごJ- 11 、‘Iパに安価な食翡しを提供し今 また他，りでヨ

ーロッパの工業製品の輸出市場，過剰資本の投資

先さらには，過剰労働力の仕向 '.1しを準備してヨー

ロッパ経済の資本主義化を裏側で支える内容をも

合んでいた。
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アルベルディの経済開発思想は1853年に制定さ

れた共和国憲法に多大な影祁を与え，そのことを

通じて19世紀半ば以降におけるアルゼンチンの経

済開発を主導する役割を果たすことになった。こ

うした経済開発思想および政策の下でアルゼンチ

ンの経済構造がどのような変容を遂げてきたか。

アルベIレディに代表される経済鴻発思想の評価は

この問題に関する分析を踏まえたうえでなされな

ければならない。そのような点からすると，アル

ビンチン経済の変容過程を検討することが次の課

題となり，この問題は今後の研究に委ねることに

したい

今年はアルベルプイ没後 100周年にあ I'しり， ＇， 

ルゼンチンではアルベルディをめぐる論争，出版

占動が岱りあがりとみせること：こなろり。

（注 1) Oliver, 1孔掲苫， 681ペーシ。

(iJ：い同上。

（上秤！＼＇‘}＇助教授）
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